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建設局「女性活躍モデル工事」試行実施要領  

１ 目的  

東京都建設局では、女性の建設産業への入職促進や就労継続等に向けた環境整備を、官

民挙げて推進していきます。本要領は、女性を含めた働きやすい現場環境づくりについて

検討し、更なる女性技術者の活躍につなげていくために試行する「女性活躍モデル工事」

（以下「試行工事」という。）の実施の流れ及び留意事項を定めたものです。  

 

２ 女性活躍モデル工事の概要 

（１）発注者指定型の試行対象工事の明示 

発注者は、発注者指定型により女性活躍モデル工事を実施する場合には、当該工事 

が女性活躍モデル工事である旨を特記仕様書、起工書及び案件公表時に明示する。 

（２）受注者希望型の場合  

（１）以外の工事で、現場着手日より前に受注者から本実施要領に定める取組を実施

したいとの協議があり、受注者が取組を実施した場合には、設計変更及び工事成績評

定における扱いも、発注者指定型による女性活躍モデル工事と同様の扱いとする。  

（３）女性技術者担当作業の確認  

受注者は、現場代理人、主任（監理）技術者又は担当技術者のいずれかに、女性技

術者を配置し、作業に従事させる。  

ここで、現場代理人及び主任（監理）技術者は工事請負契約書第９条で定める者と

する。また、担当技術者は、当該工事現場に常駐し、工事の施工計画、工程管理、品

質管理その他の技術上の管理や、当該工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を

行う者とする。  

（４）女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備  

「女性技術者が現場で活躍するために必要な環境」を整備するため、①～③すべての

取り組みを実施する。  

①女性専用の休憩（更衣）室の設置  

②女性専用の快適トイレの設置※１ 

③女性技術者活躍のＰＲ※２ 

※１ 快適トイレの仕様等については、東京都建設局ホームページに掲載  

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/appli/ukeoi/index.html）  

※２ 工業系女子学生を対象とした現場見学会の開催、業界団体を通した女性活躍モ

デル工事の事例紹介等によるＰＲ  

（５）工事成績評定における加点評価及び減点評価  

「女性技術者を現場着手日から工事完了日までの全期間配置した場合」かつ「優良

な広報活動を行った場合」に、工事成績評定で加点対象として評価する。（いずれか一

方の場合は加点対象とはならない。） 



また、発注者指定型については、「女性技術者を当初契約工期（土日、祝日を含まな

い日数）の半分以上の日数配置しなかった場合」及び「女性技術者が現場で活躍する

ために必要な環境整備を行わなかった場合」には、工事成績評定で減点する。 

 

３ 実施の流れ  

（１） 発注時  

１） 発注者は、発注者指定型により女性活躍モデル工事を実施する場合には、当該工事

が試行工事である旨を特記仕様書、起工書及び案件公表時に下記のとおり記載す

る。  

＜特記仕様書＞  

特記仕様書作成要領による。  

＜起工書＞  

起工書の「その他」に、『本工事は、「女性活躍モデル工事」の試行対象案件であ

る。』を記載する。  

＜案件公表時＞  

発注予定表の「発注予定備考」欄等に、『本工事は、「女性活躍モデル工事」の試行

対象案件である。』を記載する。  

２） 発注者は、「２（４）女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備」の①、③

に要する費用を、現場環境改善費（率）により計上する。②は、当初設計では金額

を計上せず、変更契約時に計上する方法とする。  

３） 入札参加者は、配置予定技術者（現場代理人、主任（監理）技術者又は担当技術

者）に女性技術者の配置を検討する。  

（２） 契約後  

１） 女性技術者の配置  

受注者は、現場代理人、主任（監理）技術者又は担当技術者のいずれかに女性技

術者を配置する。  

女性技術者を現場代理人又は担当技術者として配置する場合は、当初契約工期

（土日、祝日を含まない日数）の半分以上の日数を配置する。なお、受注者と女性

技術者には、３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。  

受注者は、女性技術者を担当技術者として配置する場合には、工事契約後すみや

かに別紙１により、女性技術者の配置について通知する。なお、女性技術者を現場

代理人又は主任（監理）技術者に配置する場合には、「現場代理人及び主任技術者等

通知書」で確認できるため、別紙１の提出は不要とする。  

２） 女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備  

受注者は、契約締結後、現場着手前までに女性技術者の担当作業について、実施計

画書をとりまとめ、監督員と協議し、内容の承諾を得たうえ、①～③すべての環境

整備を行う。  

      ①女性専用の休憩（更衣）室の設置  

      ②女性専用の快適トイレの設置※1 

      ③女性技術者活躍のＰＲ※2  

※１ 快適トイレの仕様等については、東京都建設局ホームページに掲載  

（http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/appli/ukeoi/index.html）  



※２ 工業系女子学生を対象とした現場見学会の開催、業界団体を通した女性活

躍モデル工事の事例紹介等によるＰＲ  

 

 

３） 設計変更   

 発注者は、「２（４）女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備」の②に

要する費用を、東京都建設局ホームページに掲載の快適トイレの費用計上方法に基

づき、変更契約時に計上する。  

なお、女性活躍モデル工事の場合でも、快適トイレの設計変更数量の上限は、男

女別で各１基ずつ２基/工事までとし、設置・運搬に要する費用等の計上方法につい

ても、快適トイレと同様とする。  

（３） 完了後  

受注者は、工事完了時、女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備の実

施写真を提出する。  

 

４ 留意事項  

（１） 配置された女性技術者の途中交代は以下のとおりとする。  

女性技術者の途中交代を行う場合には、現場内に、現場代理人、主任（監理）技

術者又は担当技術者のいずれかに女性技術者が１名以上配置された状態が維持され

るように、後任の技術者を選定すること。  

ただし、主任（監理）技術者の交代については、死亡、傷病、出産、育児、介護

又は退職等真にやむを得ない場合にのみ認めるものとする。  

（２） 工事成績評定での加点評価、減点評価は以下のとおりとする。  

   ①女性技術者を全期間配置した場合は、「創意工夫と熱意」の「8現場や施工の管理に

対する熱意」の項目で加点対象として評価する。  

②優良な広報活動を行った場合は、「社会的貢献」の「6「東京都魅力ある建設事業推

進協議会」（ＣＣＩ東京）の理念に基づき、建設事業のイメージアップに関わる事業

を計画し、実施した」の項目で加点対象として評価する。  

③発注者指定型については、女性技術者を当初契約工期（土日、祝日を含まない日

数）の半分以上の日数配置しなかった場合は、「法令順守等」の「入札前に提出され

た管理技術者等が正当な理由なく変更された」の項目で減点（３点）する。  

④発注者指定型については、「２（４）女性技術者が現場で活躍するために必要な環境

整備」に示す①～③の環境整備を行わなかった場合は、「法令順守等」の「監督員の

承諾なく、施工計画と異なる施工を行った」の項目で減点（３点）する。  

（３）モデル工事の検証を行うため、受注者は、発注者が行うアンケート調査に協力しな

ければならない。  

附  則（平成 29年 7月 26 日付 29 建総技第 260 号）  

この要領は、平成 29年 7 月 26 日以降公表する案件から施行する。  

附  則（平成 30年 3月 29 日付 29 建総技第 655 号）  

この要領は、平成 30年 4 月 1 日以後公告等を行う案件から適用する。

附  則（平成 31年 3月 15 日付 30 建総技第 727 号）  



この要領は、平成 31年 4 月 1 日以後公告等を行う案件から適用する。  

附  則（令和８年３月 27 日付７建総技第 692 号）  

この要領は、令和８年 4月 1日以後公告等を行う案件から適用する。 

 


